
教育委員会公告第３号 

 

 

令和７年度矢祭町会計年度任用職員（算数・数学学習

官）募集及び選考案内公告について 

 

                     令和７年５月１９日 

 

令和７年度矢祭町立小・中学校の算数・数学指導業務に従事する会計年度任用職員を

次のとおり募集いたします。なお、選考方法は案内の定めるところにより行います。 

 

 

矢祭町教育委員会 

 

１．募 集 職 種   算数・数学学習官 

２．仕事の内容   ①算数・数学の授業における教員への指導 

          ②算数・数学の模範授業 

          ③児童生徒の学力向上への対策・立案 

３．募 集 人 員   １名 

４．勤務条件等  

 （１）勤務場所  福島県東白川郡矢祭町大字東舘字下上野内 10 矢祭小学校及び 

福島県東白川郡矢祭町大字東舘字大寄 40 矢祭中学校 

 （２）勤 務 日  週５日（週休２日制） 

（３）勤務時間  学校時間に合わせる。１週間当たり３８時間４５分 

 （４）給  与  月額 ４３４，０００円 

          賞与支給、通勤手当、共済保険加入、昇給有り 

５．雇 用 期 間   令和７年８月１日から令和８年３月３１日まで 
※ 要 相 談 

          年度雇用を基本とし３年間（延長あり） 

６．応 募 資 格   以下要件をすべて満たす方 

①地方公務員法第１６条に該当しない方※1 

②小学校または中学校で教員としての職歴があり、指導主事経験

又は授業研究会等での指導経験がある方 

③算数・数学を専門とした優れた教育・研究業績を有する若しく

は教育専門誌等の執筆経験がある方 

※1 地方公務員法（抜粋） 

第１６条 次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若し

くは選考を受けることができない。 

１ 成年被後見人又は被保佐人 

２ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

３ 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

４ 省略 

５ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主

張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 



 

７．選 考 方 法   書類審査・面接・小論文 

８．面接日及び会場 日程及び会場は、後日通知します。 

９．申込み及び受付期間 

 （１）提出書類  ①矢祭町会計年度任用職員選考試験申込書 １通 

          ②履歴書                １通 

※矢祭町教育委員会にある指定の用紙 

（町のホームページからダウンロードできます） 

 （２）申込期間  令和７年５月１９日（月）～令和７年６月３０日（月） 

          持参の場合 執務時間中（平日の午前８時３０分～午後５時１５分） 

          郵送の場合 期限当日までの消印有効 

 （３）申 込 先  963-5118 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字石田２５ 

矢祭町教育委員会教育課（矢祭町中央公民館内） 

10．合否の発表   発表は合否を問わず、全員に通知します。 

11．問い合せ先   矢祭町教育委員会教育課にお問い合わせ下さい。 

            電話 ０２４７－４６－４５８０ 


